
『安全運転を心がけて』
交通安全指導所で呼びかけ

5月1日（木）から31日（土）は

『自転車安全月間』です

下関交番＆上野新駐在所に配属になりました下関交番＆上野新駐在所に配属になりました
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千葉県警察を退職し、４月に新潟県警察村上警察

署下関交番で勤務することになりました石川と申し

ます。新潟県巡査としての初の勤務地が、地域住民

との絆が強い下関交番であることを大変嬉しく感じ

ております。また、警察官としての初心を振り返り、

新たな気持ちで勤務していきたいと考えております。

関川村の皆さまが、安全・安心を実感できるよう、

努力して参りますのでよろしくお願いいたします。

下関交番

石 川 一 真 巡査

今回の春の異動で、上野新駐在所に配属となりまし

た渡邊と申します。

前任地は佐渡西警察署で２年間勤務しておりました。

駐在所に勤務するのは初めてですが、上野新駐在所管

内の方々をはじめ、関川村に住まれている方々全員の

安心と安全を守るために精一杯努力していきます。

今年の２月に入籍した妻共々、今後ともよろしくお

願い申し上げます。

上野新駐在所

渡 邊 隆 弘 巡査

下関交番＆上野新駐在所に配属になりました

春の全国交通安全運動に合わせ、４月12日、

川口橋のチェーン着脱所に交通安全指導所が開

設されました。当日は、村上地区交通安全協会

関川支部、村の交通安全指導員、村上警察署な

ど約30人が参加。「安全運転を心がけてくださ

い」と啓発チラシなどを配布し、約100台のド

ライバーに交通安全を呼びかけました。

村上警察署の服部克博署長は「交通安全運動

は警察の活動だけでは限界があるが、皆さんの

地道な活動が基盤となっている。こういう活動

を通して交通安全を徹底していきたい」と話し

ていました。

交通事故に遭わないよう、起こさないよう

安全運転を心がけましょう。また、シートベ

ルトやチャイルドシートを徹底しましょう。

『安全運転を心がけて』
交通安全指導所で呼びかけ

自転車も事故を起こせば加害者に…
道路交通法上、自転車は「車両」の一種

（軽車両）です。自転車であっても、法律に

違反して交通事故を起こすと、刑事上の責任

を問われたり、また、相手にケガを負わせた

場合は、民事上の損害賠償責任も発生します。

〜「自転車安全利用五則」を守ろう！〜

１ 自転車は車道が原則、歩道は例外

２ 車道は左側を通行

３ 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行

４ 安全ルールを守る

 ○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

 ○夜間はライトを点灯

 ○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

５ 子どもはヘルメットを着用

5月1日（木）から31日（土）は

『自転車安全月間』です
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Vol .２ 保険料の納め忘れはありませんか？

後期高齢者医療制度に関する問い合わせ先 住民福祉課福祉保険班 ☎６４−１４７１

後期高齢者医療制度は、被保険者一人ひとりから保険料を納めていただき、ケガ

や病気になった方などを高齢者の方を含めた社会全体で支えている制度です。

皆さんから納めていただく保険料

は、皆さんの医療費などを支払う後

期高齢者医療制度を運営するための

大切な財源となります。

これからも健全な医療保険制度を

維持していくためにも、保険料は忘れずに納めましょう。

保険料の納め忘れはありませんか

保険料は、被保険者の医療費などに充てられる貴重な財源です。特別な事情がなく保険料を納めな

いと、給付に制限がかかることがあります。ご自分のため、みんなのために保険料を忘れずに納めま

しょう。

また、保険料の納付には、便利で確実な口座振替をお勧めしていますが、口座振替の手続きを行っ

ていても、実際に口座振替が開始になるまでに１〜２か月かかり、その間の保険料が納め忘れになる

ことがありますので、ご注意ください。

なお、火災などの災害や所得の著しい減少など、特別な事情により保険料の納付が困難なときは、

申請により保険料の徴収の猶予や減免を受けられる場合がありますので、お早めに住民福祉課福祉保

険班にご相談ください。

保険料の納付に口座振替をご利用ください

【保険料を納付書で納めている方（普通徴収）】

納付書で納めている方は、口座振替にすると保険料の納め

忘れの心配や、納期のたびに金融機関に行く必要がなくなり

大変便利です。なお、口座振替への手続きは、金融機関窓口

にお申し込みください。

【保険料を年金から納めている方（特別徴収）】

年金から納めている方でも、手続きにより年金からの納付を中止し、口座振替による納付に変更す

ることもできます。

口座振替への手続きは、住民福祉課福祉保険班にお申し出ください。

※ご家族の口座からの納付に変更した場合、社会保険料控除は、実際にご負担した方に適用されます。

これにより、世帯全体の所得税や住民税の税額に影響が生じる場合がありますので、十分ご留意く

ださい。

・・・

・・

【口座振替への

手続きに必要なもの】

●振替口座の預金通帳

●通帳のお届け印

●保険証


